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令和６年介護サービス施設・事業所調査の協力依頼について 

 

平成１２年より実施されております標記調査について、本年も実施されることになり、別添の

通り厚生労働省より本会宛に調査協力依頼がありました。当該調査は、全国の介護サービスの提

供体制・提供内容等を把握し、介護サービスの提供面に着目した基盤整備に関する基礎資料を得

ることを目的としており、介護保険施設、居宅サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防

サービス事業所、介護予防支援事業所、地域密着型サービス事業所、地域密着型介護予防サービ

ス事業所を対象に下記の通り、調査が行われる予定です。調査の期日は本年１０月１日現在とな

っております。 

本会においても本調査について協力することと致しましたので、貴会におかれましても調査の

円滑な実施に向けてのご協力とともに、会員への周知へご高配のほど宜しくお願い申し上げま

す。  

                記 

   

（添付資料） 

・令和６年介護サービス施設・事業所調査の協力依頼について 

（令和 6年 7月 24日 政統発 0724第 1号 厚生労働省政策統括官（統計・情報システム管理、

労使関係担当）通知） 

・参考資料 

令和６年介護サービス施設・事業所調査の概要、調査票一式 

 

以上 
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令和６年介護サービス施設・事業所調査の概要 
 

１ 調査の目的 

この調査は、全国の介護サービスの提供体制、提供内容等を把握することにより、介護サービス

の提供面に着目した基盤整備に関する基礎資料を得ることを目的とする。 

 

２ 調査の対象及び客体 

（１）基本票 

都道府県を対象とし、以下に掲げる施設・事業所（詳細は「別記」）の全数を把握する。 

・介護予防サービス事業所   

・地域密着型介護予防サービス事業所 

・介護予防支援事業所           以下「居宅サービス事業所等」という。 

・居宅サービス事業所            

・地域密着型サービス事業所 

・居宅介護支援事業所 

・介護保険施設 

 

（２）詳細票 

基本票で把握した介護保険制度における全国の居宅サービス事業所等及び介護保険施設を対象

とし、訪問介護、通所介護、居宅介護支援、介護予防支援については、サービス、都道府県及び

事業所の規模（通所介護はサービス及び都道府県）を層として層化無作為抽出した事業所、それ

以外については全数を客体とする。 

 

  （参考）令和６年調査の抽出率 

 訪問介護 通所介護 居宅介護支援 介護予防支援 

抽出率 29.0％ 61.6％ 11.9％ 52.5％ 

 

３ 調査の期日 

令和６年 10 月１日 

 

４ 調査の事項 

（１）基本票 

・施設基本票 ：法人名、施設名、所在地、定員、活動状況 

・事業所基本票：法人名、事業所名、所在地、活動状況 

 

（２）詳細票 

・介護保険施設：開設・経営主体、居室等の状況、従事者数等 

・居宅サービス事業所等：開設・経営主体、従事者数等 

 

５ 調査の方法及び系統 

（１）調査の方法 

・基本票：厚生労働省から都道府県に対し、オンラインによる配布・回収を行う。 

・詳細票：厚生労働省が委託した民間事業者から施設・事業所に対し、郵送・オンラインによ

る配布・回収を行う。 

 



2 

 

（２）調査の系統 

〈基本票〉 

 厚生労働省 
 

都道府県 
 

 

〈詳細票〉 

     介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所 

地域密着型介護予防サービス事業所 

介 護 予 防 支 援 事 業 所 

居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所 

地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 所 

居 宅 介 護 支 援 事 業 所 

介 護 保 険 施 設 

 厚生労働省 
 

民間事業者 
 

  

     

 

６ 集計及び結果の公表 

集計及び結果の公表は、厚生労働省政策統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）が行

う。 

調査結果は、「令和６年介護サービス施設・事業所調査の概況」等として集計完了後速やかに公

表するとともに、厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/）及び政府統計の総合窓口

（e-Stat）に掲載する。 
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（別記） 
 

調査対象施設・事業所            

 

【介護保険施設】 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 

 

【介護予防サービス事業所】 

介護予防訪問入浴介護事業所、介護予防訪問看護ステーション、介護予防通所リハビリテー

ション事業所、介護予防短期入所生活介護事業所、介護予防短期入所療養介護事業所、介護

予防特定施設入居者生活介護事業所、介護予防福祉用具貸与事業所、特定介護予防福祉用

具販売事業所 

 

【地域密着型介護予防サービス事業所】 

介護予防認知症対応型通所介護事業所、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所、介護

予防認知症対応型共同生活介護事業所 

 

【介護予防支援事業所】 

介護予防支援事業所 

 

【居宅サービス事業所】 

訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護ステーション、通所介護事業所、通所

リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施

設入居者生活介護事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所 

 

【地域密着型サービス事業所】 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、地域密着型通

所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対

応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型介護老

人福祉施設、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）事業所 

 

【居宅介護支援事業所】 

居宅介護支援事業所 

 
































































